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はじめに 

 21世紀は、「人権の世紀」といわれています。 

平成6年の国連総会において「人権教育のための国連10年」が決議され、平

和、人権、環境、共生をキーワードとする社会の形成が世界的な潮流となって

まいりました。国においては、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が

施行され、さらに、福岡県では「福岡県人権教育・啓発基本指針」が策定され

るなど人権問題の解決に向けたさまざまな取り組みが進められています。 

本市は、「筑紫野市人権都市宣言に関する条例」や「人権教育のための国連10

年筑紫野市行動計画・実施計画」に基づき、21世紀の筑紫野市の「人権を大切

にする都市づくり」に取り組んできました。 

 しかしながら、国内では、子どもや女性・高齢者・障害者といったいわゆる

社会的弱者に対する人権侵害や人の命の尊厳性をないがしろにした犯罪が多発

しており、インターネット上での誹謗中傷の書き込みなど新たな人権問題も発

生しています。 

また、国外においても、罪も無い一般民衆を巻き込んだ紛争や戦争、テロな

ど人権をないがしろにした悲惨な事件が後を絶ちません。 

 このような情勢の中で、お互いを尊重しあい、一人ひとりの個性が大切にさ

れる社会を築いていくことが、行政に課せられた責務であると強く認識いたし

ております。 

 このため、本市では、平成18年度からスタートした第四次筑紫野市総合計画

の中で、「認めあい、共に生きる人権尊重社会の醸成」を重要政策と位置づけ、

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」及び「筑紫野市人権都市宣言に

関する条例」に基づいた人権施策を総合的かつ計画的に推進するため、「筑紫野

市人権施策基本指針」を策定しました。 

 今後は本指針に基づき、市民の皆様をはじめ、地域や企業との協働により、「人

権尊重のまちづくり」の推進を全市的に取り組んでまいりたいと考えています

ので、皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

                  平成19年8月 

 

                    筑紫野市長 平 原 四 郎 
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第１章 人権施策基本指針の策定にあたって 

 

１ 人権施策基本指針策定の背景 

 

（１）国際的な潮流 

20世紀において人類は二度にわたる世界大戦の惨禍を経験し、戦争がいかに人権

を侵害するものであるか、また平和がいかにかけがえのないものであるかを学びま

した。その反省と平和を願う世界的な取り組みにより、「世界人権宣言」（昭和 23

年（1948年））が国際連合（以下「国連」という）で採択されました。それ以降も

「国際人権規約」（昭和41年（1966年））をはじめとする人権に関する条約など(＊

1)が採択されるとともに、「国際婦人年」（昭和50年（1975年））といったテーマ別

の国際年(＊2)を定めながら、すべての人々が自由と権利を普遍的に享有できる社会

の実現をめざし、さまざまな取り組みが展開されてきました。 

  しかし、国際社会における人権の抑圧や難民の発生など、深刻な状況が続いてい

ることから、平成6年（1994年）第49回国連総会において、平成7年（1995年）

から平成16年（2004年）までの10年間を「人権教育のための国連10年」とする

決議を行い、具体的なプログラムとしての「人権教育のための国連10年行動計画」

を採択しました。さらに、その終了に伴い、成果及び不十分な点並びに人権教育の

分野における将来の国連の活動について、平成17年（2005年）からの「人権教育

のための世界計画」の決議を行いました。 

  また、国連として人権問題への対処能力を強化するため、平成18年（2006年）3

月従来の人権委員会に替えて新たに人権理事会を国連総会の下部組織として設立

することが決議されました。 

 

（２）国内の動向 

基本的人権の尊重を基本原理とする日本国憲法の下で、さまざまな施策が推進さ

れてきました。 

日本固有の人権問題である同和問題の解決を図るために、国は昭和 44年（1969

年）「同和対策事業特別措置法」を制定し、以降33年間にわたって早期解決に向け

て特別対策を実施してきました。平成8年（1996年）に出された地域改善対策協議

会の意見具申の中で、同和問題解決への取り組みを今後はあらゆる人権問題の解決

に向けた取り組みとして進める必要性が述べられています。 

さらに、「これまでの同和教育や啓発活動の中で培われてきた成果とこれまでの

手法への評価を踏まえ、すべての人の基本的人権を尊重していくための人権教育・

人権啓発として発展的に再構築すべきである」と人権教育・人権啓発の重要性につ
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いて述べられています。 

その取り組みについては、国連で「人権教育のための国連 10年」が決議された

ことを受け、国は平成9年（1997年）「人権教育のための国連10年国内行動計画」

を策定し、あらゆる場を通じた人権教育の推進を図ってきました。また、平成 12

年（2000年）12月「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」を施行し、平成

14年（2002年）3月同法に基づいて「人権教育・啓発に関する基本計画」を策定し、

総合的かつ計画的に推進しています。 

  このほかにも、「障害者基本法」や「高齢社会対策基本法」、「男女共同参画社会

基本法」、「児童虐待の防止等に関する法律」の制定など人権問題の解決に向けた法

整備(＊3)が進められ、さまざまな取り組みが積極的に進められています。また、人

権侵害の被害者に対して実効性のある救済を図るための法制化の動きもあります。 

 

（３）福岡県の動向 

  福岡県においても同様に、県レベルでのさまざまな取り組みが展開されています。

県の実状にあった人権教育・啓発を推進するため、知事を本部長とする「福岡県人

権教育のための国連10年推進本部」を設置の上、平成10年（1998年）「人権教育

のための国連10年福岡県行動計画」を策定しました。 

さらに、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第 5条に基づく「福岡県

人権教育・啓発基本指針」を平成15年（2003年）に策定しました。その後、基本

指針に基づく施策は、毎年度実施計画を作成し、行政内における点検・評価を行う

とともに、さまざまな人権分野の有識者からなる「福岡県人権施策推進懇話会」に

おいて、専門的な立場や県民の視線から再度点検・評価を行い、実効ある施策の推

進が図られています。 

 

（４）筑紫野市における取り組み 

本市では、平成7年（1995年）6月に「人権都市宣言」を行い、同年12月に「筑

紫野市人権都市宣言に関する条例」を制定し、同和問題をはじめとするさまざまな

人権問題解決のための取り組みを行い、「人権尊重のまちづくり」をめざしてきま

した。 

  また、全庁的な体制で人権教育に関する取り組みを行うため、平成 11年（1999

年）に市長を本部長とする「筑紫野市人権教育のための国連 10年推進本部」を設

置するとともに、「筑紫野市人権都市宣言に関する審議会」の答申を受け、平成13

年（2001年）3月「人権教育のための国連 10年筑紫野市行動計画」を策定しまし

た。さらに平成14年（2002年）5月「人権教育のための国連10年筑紫野市行動計

画実施計画」を策定し、「21世紀の筑紫野市の人権を大切にする都市づくり」とい

う基本理念の実現に向けて、さまざまな施策を進めてきましたが、この計画は平成
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16年（2004年）12月で終了しました。同計画により、市民の人権問題に対する認

識は一定高まりつつありますが、すべての市民一人ひとりの課題として受け止めら

れ、行動につながったとはいいがたい面がありました。 

本市は、平成 18年（2006年）4月から始まった「第四次筑紫野市総合計画」の

中で「認めあい、共に生きる人権尊重社会の醸成」を重要政策と位置づけています。

市民一人ひとりの生活様式や価値観が多様化している中、お互いを尊重し、支えあ

う地域社会をつくることが必要であり、すべての施策、あらゆる機会を通じて、人

権意識を高めるべく各施策に取り組んでいます。 

しかしながら、依然として、学校、地域、家庭、職場など社会生活のさまざまな

場面において、同和問題や女性、子ども、高齢者、障害者などに対する偏見や差別

が存在しています。さらに、高齢化、国際化、情報化などを背景として新たな人権

問題が発生しており、人権意識の高揚は、豊かな市民生活を実現するための極めて

重要な課題となっています。 

  こうした状況を踏まえ、本市における人権に関する施策を総合的かつ効果的に推

進するため、「人権施策基本指針」を策定することとしました。 

 

２ 人権施策基本指針の位置づけ 

 

この指針は、本市におけるあらゆる分野において、人権尊重の視点に立った行政

を推進していくための基本方向を示し、市民と行政とが力をあわせて「人権尊重の

まちづくり」を進めていくための基本理念や基本的な視点、施策の方向性を明らか

にしたものであり、以下の性格を持ちます。 

 

○「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」及び「筑紫野市人権都市宣言に関

する条例」に基づいた人権施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な考

え方を示します。 

 

○「第四次筑紫野市総合計画」に掲げる「認めあい、共に生きる人権尊重社会の醸

成」を具体的に進めるための方向性を示します。 

 

○平成16年（2004年）に終了した「人権教育のための国連10年筑紫野市行動計画」

「同実施計画」の趣旨を受け継ぐものです。 

 

○これまでの本市の同和教育・啓発の成果と手法の評価を踏まえ、さまざまな人権

問題の解決を図るための人権教育・人権啓発として創造的、発展的に再構築を図る

ものです。 
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なお、人権問題に対応する諸施策の多くは、それぞれの分野の法令や計画などに

基づき、実施されています。従って、これらに共通する人権尊重意識の高揚のため

の施策を積極的に推進するとともに、本指針の趣旨を尊重し、推進していきます。 

また、指針の内容については、人権を取り巻く国内外の状況の変化や国などの動

向を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。 
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第２章  それぞれの人権問題に対する現状と課題 

 

１ 同和問題 

 同和問題は、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づ

く差別により、同和地区の人々が経済的、社会的、文化的に低位の状態におかれ、現

代社会においても、基本的人権を侵害され、特に市民的権利と自由（職業選択の自由、

教育の機会均等を保障される権利、居住及び移転の自由、結婚の自由など）を十分に

保障されていないというわが国固有の人権問題です。 

国の同和対策審議会答申（昭和40年（1965年））では、「同和問題は、人類普遍の

原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基

本的人権にかかわる課題である。その早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的

課題である」との認識が示され、同和対策の基本方針と具体的方策が提言されました。

それに基づき、国、地方自治体が一体となって積極的に取り組んできました。 

また、平成8年（1996年）の地域改善対策協議会意見具申では、同和問題の早期解

決に向けた今後の施策の方向性として、特別対策から一般対策への移行と差別意識解

消のための人権教育・啓発の推進が示されています。 

 本市においても、同和対策審議会答申の趣旨を具体化する同和対策事業特別措置法

施行以来、同和問題の解決を市政の重要施策に位置づけ、ハード・ソフト両面にわた

り、課題解決に向けて取り組んできました。その結果、住環境面では一定の改善がな

されました。しかし、就労、福祉、教育、啓発などの分野ではいまだに多くの課題が

残されています。 

このため、今後は残された課題解決に向けて、同和問題固有の経緯などを十分に認

識しつつ、あらゆる差別の解消を視座に据えて、また、国際的な人権尊重の潮流、国

内における人権尊重社会の実現に向けての取り組みなどを踏まえて、施策を推進して

いくことが必要です。また、同和問題は基本的人権にかかわる重要な問題であること

から、行政はもとより市民一人ひとりが同和問題を正しく理解し、認識を深めるとと

もに、行政、市民、民間団体などがそれぞれ役割を明確にし、それぞれがその役割を

遂行する中で相互に連携し、社会全体で同和問題の解決に取り組んでいくことが重要

となります。 

 

２ 女性に関する問題 

 本市においては、「筑紫野市女性問題懇話会」の提言に基づき、平成 10年（1998

年）3月「ちくしの男女共同参画プラン」を策定し（平成16年（2004年）11月改訂）、

男女が互いに人権を尊重しつつ責任を分かちあい、性にかかわりなく、その個性と能

力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現をめざして施策の総合的、計画的な推
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進に努めてきました。 

平成 17年（2005年）8月に実施された男女共同参画に関する市民意識調査では、

家庭、職場、政治の場、社会通念・慣習・しきたりなど社会のさまざまな分野におい

て、男女の地位が平等になっていないと考える市民は依然として多いという結果とな

っています。一方で男は仕事、女は家庭という考え（固定的性別役割分担意識(※4)）

に賛成する市民が6割近くを占めています。このことは、女性に対して差別的な状況

に気づいていても、固定的性別役割分担意識がその土壌にあることへの問題意識が低

いと考えられます。 

また、ドメスティック・バイオレンス(※5)、セクシュアル・ハラスメント(※6)、売買

春、インターネットなどのメディアによる性・暴力表現など女性に対する暴力は、女

性への重大な人権侵害であり、男女平等を実現する上で克服すべき重要な課題となっ

ています。 

これらのことを踏まえ、本市では、平成17年（2005年）10月、男女共同参画施策

をさらに積極的、効果的に推進するために「筑紫野市男女共同参画推進条例」を制定

（平成18年（2006年）4月施行）しました。 

今後は、本条例に基づき、性にかかわりなく、すべての人の人権を保障し、豊かで

活力ある社会の実現に向けて、職場、学校、地域、家庭など社会のあらゆる場におい

て、行政、市民、企業・事業所などの協働した取り組みが重要となります。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
(※4) 固定的性別役割分担意識：「男は仕事、女は家庭」や「男は主、女は従」というような、社会によって
作られた性別による役割分担の固定的な意識のことをいい、日常生活だけでなく、社会のあらゆる分野やシ

ステムに深く浸透しています。この意識は、本人の個性や能力よりも性別に重点を置くということから、男

女どちらにとっても多様な生き方を制約する要因になっています。 

 
(※5) ドメスティック・バイオレンス：直訳すると、「家庭内暴力」となりますが、一般的には、「夫や配偶者
関係にある、又はあった男性から女性に対して振るわれる暴力」という意味で使用されています。 
筑紫野市男女共同参画推進条例では、「配偶者などの親密な関係にある男女間において、個人の尊厳を侵

すような身体的、性的、精神的、経済的若しくは言語的な苦痛を与える暴力又は虐待をいう。」と規定し、

対象や暴力の範囲をより広く定義しています。 

 
(※6) セクシュアル・ハラスメント：相手の意に反した性的な性質の言動で、身体の不必要な接触、性的な関
係の強要、性的なうわさの流布、衆目に触れる場所へのわいせつな写真の掲示など、さまざまな態様のもの

が含まれます。 
「男女雇用機会均等法」で定められているセクシュアル・ハラスメントは、雇用管理上に限定されています

が、筑紫野市男女共同参画推進条例では、職場だけでなく、学校、地域などのあらゆる場を対象としていま

す。 
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３ 子どもに関する問題 

 今日、児童虐待、いじめ、不登校や体罰など子どもの人権を侵害する多くの問題が

生じています。また、薬物乱用の低年齢化、有害情報の氾濫や性の商品化といった問

題など、子どもを取り巻く教育環境の悪化は深刻な事態となっています。 

さらに、少子化、核家族化、都市化の進行により、家庭や地域における子育て機能

が低下し、子どもに対して、生命や人権を尊重する心、規範意識、社会性、共生の心

などが育ちにくい環境となっています。 

こうした状況の中で、正義感や公平さを重んじる心、他人を思いやる心、人権を尊

重する心など豊かな人間性を持った子どもを育てていくことが大切です。 

本市においては、平成11年（1999年）3月に「筑紫野市児童育成計画」を策定し、

子どもが健やかに生まれ育つ環境づくりと子育て支援社会づくりを推進してきまし

たが、昨今のこのような子どもを取り巻くさまざまな環境を踏まえ、すべての子ども

の幸せを考え、子どもの人権や利益を最大限に尊重することなどを基本的な考えとす

る「筑紫野市次世代育成支援行動計画」を平成17年（2005年）に策定しました。 

今後は、すべての子どもの人権が尊重され、心身ともに健やかに成長することがで

きるような環境づくりをめざして家庭、学校、地域などとの連携を強化しながら、行

動計画を推進していくことが重要となります。 

 

４ 高齢者に関する問題 

 本市における高齢化率は平成19年（2007年）3月末現在16.51％となっており、毎

年増加傾向にあります。このような高齢化の進展に伴い、要援護高齢者数も増加して

いくものと考えられます。 

こうした状況の中、高齢者への偏見に基づく就労機会の制限や身体的、心理的、経

済的虐待などの高齢者にかかわる人権問題が大きな社会問題となっています。 

本市では、平成5年（1993年）に「筑紫野市老人保健福祉計画」を策定し、市民一

人ひとりが人間として尊重され、住み慣れた家庭や地域で安心していきいきと暮らせ

るまちづくりやひとづくりなど、高齢化社会対策に取り組んでいます。さらに介護保

険制度の導入に伴い、平成 12年（2000年）3月には「筑紫野市老人保健福祉計画・

介護保険事業計画」を策定し（平成18年（2006年）3月、第3期改訂）、保健・福祉

サービスの充実に努めています。 

 今後とも、市民一人ひとりが高齢者を大切にし、高齢者の人権についての理解や認

識を深めるとともに、地域全体で支えあうことにより、安心して過ごすことができる

地域社会の実現に向けた施策をさらに推進していくことが重要となります。 
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５ 障害者に関する問題 

ノーマライゼーション(※7)とリハビリテーション(※8)の2つの理念のもと、さまざま

な施策が進められてきたことにより、障害者が地域で自立して暮らすことが少しづつ

当たり前のこととして考えられるようになってきました。 

 本市においても、平成10年（1998年）3月に「筑紫野市障害者福祉長期行動計画」

を策定し（平成17年（2005年）3月改訂）、障害の有無にかかわらず、市民だれもが

相互に人格と個性を支えあう共生社会の実現に向けた施策を総合的、計画的に進めて

います。 

 また、措置制度から契約制度への転換の第一歩であった支援費制度は、平成 17年

（2005年）に成立した「障害者自立支援法」へと継承され、障害者を取り巻く環境は

大きく変化し続けています。 

 本市では、障害者の地域生活を支えていくために、必要な障害福祉サービスや相談

支援などが地域において計画的に提供されるよう、具体的な数値目標を持つ「筑紫野

市障害福祉計画」を平成19年（2007年）3月に策定しています。 

しかし、依然として障害者の生活は、さまざまな物理的または社会的障壁のために

不利益を被ることが多く、その自立と社会参加が阻まれている現状にあります。 

また、学校現場におけるガイジ発言は発覚以来 10有余年経過した今日も解決され

ず、身体、知的障害児の多くが「障害に関して不快な経験がある。」と回答していま

す（平成 18年 10月実施、筑紫野市障害者福祉に関するアンケートより）。障害者に

とって決して住みよいまちとはいえない状況です。 

 今後とも、市民一人ひとりがさまざまな障害や障害者に対する理解を深めるととも

に、障害者が自らの考えと判断により、地域の中で豊かに暮らせるまちにするため、

人権尊重を基盤とした施策を推進していくことが重要となります。 

 

《註》障害者の表記方法について 

障害者については、差別解消の観点から「障害」者や障がい者と表記することが増えています。 

人権施策推進審議会においても、この点についての議論がありましたが、障害者の表記の差別性は

今日までの差別実態の反映であることを踏まえ、本指針ではあくまでも暫定的な判断として従前から

一般的に使用されてきた障害者との表記に統一しました。 

しかし、このことは障害者差別を取り巻く私たちの問題として、今後とも検討・議論し、より良い

ものを探っていくことが「人権尊重のまちづくり」へとつながっていくものと考えます。 

                                                   
(※7) ノーマライゼーション：障害者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条
件を整えるべきであり、共に生きる社会こそノーマルな社会であるという考え方です。 
 
(※8) リハビリテーション：障害者の身体的、精神的、社会的な自立能力向上をめざす総合的なプログラムで
あるとともに、それにとどまらず障害者のライフステージのすべての段階において全人間的復権に寄与し、

障害者の自立と参加をめざすという考え方です。 
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６ 外国人に関する問題 

社会・経済全般に国際化が進む中、本市においても外国籍市民が増えつつあり、平

成19年（2007年）6月末現在における外国人登録人口は527人となっています。 

 このため、多様な民族や文化を尊重しあえる開かれた地域社会をつくることが求め

られていますが、現実には、わが国の歴史的経緯に由来する在日韓国・朝鮮人などを

めぐる問題や、他国や他民族の歴史、文化、言語、宗教、生活習慣などへの理解不足

から、外国人に対する差別落書きやインターネットへの書き込みなどさまざまな人権

問題が発生しています。 

 このような課題を踏まえて、平成 14年（2002年）9月に本市の国際化の指針とな

る「筑紫野市国際化プラン」を策定し、平成 17年（2005年）3月、プランを具体的

に推進するための施策をまとめた「筑紫野市国際化行動計画」を策定しました。 

 今後は、この行動計画に基づき、市民や外国籍市民、海外の人たちが利用できる情

報交流機会の提供や国際交流の啓発活動の推進など、さまざまなニーズに応えながら、

市民主体の国際交流事業をさらに充実・発展させるための施策を推進していくことが

重要となります。 

 

７ 感染症患者（ＨＩＶなど）に関する問題 

ＨＩＶ感染症（エイズ(※9)）、ハンセン病(※10)、ウィルス性肝炎(※11)など、その病気

に関する正しい知識や理解がないため、患者や感染者に対して差別をしたり、偏見を

持つことが問題となっています。このような現状や課題を踏まえ、感染症の患者など

の人権を尊重しながら、感染症の予防と患者などに対する医療について総合的な施策

の推進を図るため、平成11年（1999年）には「感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律」が施行されました。 

 

                                                   
(※9) エイズ（AIDS）：正式には「後天性免疫不全症候群」といい、HIV という「ヒト免疫不全ウイルス」
の感染が原因で生じる病気の総称です。HIVは、治療しなければ数ヶ月から 10数年をかけて人の免疫（か
らだの抵抗力）システムを破壊し、免疫を著しく低下させます。その結果、健康なときには生じなかったよ

うなさまざまな感染症や悪性腫瘍に罹ってしまいます。 
 AIDS‥Acquired（後天性）Immuno（免疫）Deficiendy（不全）Syndrome（症候群） 
 H I V‥Human（ヒト）Immunodeficiendy（免疫不全）Virus（ウイルス） 
 
(※10) ハンセン病：ハンセン病は、ノルウェーのハンセン博士が発見した「らい菌」による感染症で、基本
的には皮膚と末梢神経の病気です。現在ではいくつかの薬剤を併用する多剤併用療法により治療できます。

病気が進行してからでは、病気は治せても後遺症が残る場合がありますが、早期に発見し、正しく治療すれ

ば障害を残すことなく治癒できます。 
 
(※11) ウイルス性肝炎：ウイルス性肝炎とは、主に肝臓でウイルスが増殖し、肝機能障害を起こす感染症を
いいます。経口感染の A・E型肝炎、血液感染の B・C・D・G型肝炎、血液・経口感染の TTV型肝炎があ
り、持続感染となると肝硬変や肝癌へと移行することもあります。最近では治療薬や抑制剤などの開発によ

り、それぞれの型にあった治療方法が取られるようになっています。 
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 今後、だれもが安心して暮らしていける社会を築いていくためには、誤った情報に

左右されることなく、これらの病気への理解を深め、患者やその家族が暮らしやすい

地域環境をつくっていくことが大切となります。また、患者・感染者と関係機関など

との連携を強化し、市民への正しい知識の普及と差別や偏見の解消に努めていくこと

が重要となります。 

  

８ さまざまな人権問題   

他にも、私たちの身の回りには次にあげるような人権問題が存在しています。 

アイヌ、ホームレス、刑を終えて出所してきた人々、犯罪被害者とその家族をめぐ

る問題、インターネットなどによる人権侵害や個人情報の保護に関する問題、性的指

向、性同一性障害を理由とする人権侵害など、多くの問題が生じてきていることから、

今後とも関係機関などと連携しながら、その課題解決に向けた施策を推進するととも

に、さまざまな機会を通して人権教育・人権啓発を推進する必要があります。 
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第３章「人権尊重のまちづくり」 

 

１ 「人権尊重のまちづくり」の基本理念 

 

本市がめざす「人権尊重のまちづくり」は、市民一人ひとりの人権を尊重し、すべ

ての市民が心豊かで、自分らしくいきいきと暮らせる社会を実現することです。 

このことは、地方自治の基本的役割であり、まちづくりの基礎といえます。 

「人権尊重のまちづくり」を進めるために、次の3つの基本理念を定めて取り組み

ます。 

 

  （１）人間の尊厳・自立 

一人ひとり人間としての尊厳が認められ、だれもが自分らしくいきいきと

暮らせる社会 

  地球上のどこを探しても、私という存在はたった一つであり、かけがえのない存

在としての命と自由が守られなくてはなりません。すべての人がこの私であって良

かったと自分を肯定的に受け止め、自分を価値あるものだと感じ、自分らしさに誇

りと自信を持って、生活できる社会をめざします。 

 

  （２）共生 

互いの違いを認めあい、多様な文化や価値観を尊重し、思いやる心で共に 

生きる社会 

社会の中には、多様性を認めずに同質化や排除という考え方により、偏見や差別

を生んでいる場合がありますが、自分自身がかけがえのない大切な存在であるのと

同じように、他の人も大切な存在であるということを忘れてはなりません。さまざ

まな人々と出会い、交流する中で、理解を深め、支えあい、共感できる豊かな社会

をめざします。 

 

  （３）自己実現 

だれもが個性や能力を生かして、自己実現を図ることができる公平な機会 

が保障された社会 

すべての人は平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地、年齢、障

害の有無などによって不当に差別されることなく、一人ひとりのさまざまな可能性

を否定されず、個性や能力を十分に発揮する機会が保障される社会をめざします。 
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２ 「人権尊重のまちづくり」の推進にあたって 

 

人権問題の解決のためには、行政だけではなく、市民、地域、企業など社会全体で

取り組んでいくことが重要になります。 

このため、それぞれの役割を果たせるよう、連携・協力を図りながら「人権尊重の

まちづくり」を推進します。 

 

（１）行政の役割 

あらゆる差別をなくし、市民一人ひとりの基本的人権の保障は日本国憲法に明記さ

れているように行政の責務です。人権施策の推進者である市職員は、より高い人権意

識ときめ細やかな実態把握に基づいて、さまざまな施策を推進しなければなりません。 

また、幅広い市民参画による「人権尊重のまちづくり」に向けて、市民や地域、企

業・事業所などの多様な活動を支援し、協働の視点から総合的な調整を図っていくこ

とが必要です。 

 

（２）市民一人ひとりの役割 

 市民一人ひとりが人権を自分自身のこととして考え、人権尊重の大切さを理解し、

日常生活の中で実践することが必要です。 
 そのためには、人権に関する講座や啓発活動に主体的に参加・参画していくととも

に、さまざまな人権問題の当事者との交流やふれあいを通して、豊かな人権感覚を身

に付けることや、思いやりや配慮にあふれた言葉を大切にすることも重要です。 

 また、市民一人ひとりの人権意識の形成にとって、家庭の果たす役割は重要です。

このため、親など大人が率先して日頃から人権に対する正しい理解や人権意識の涵養

に努め、大人自身が偏見を持たず、差別をしない姿勢を家庭の中で示すことが大切で

す。 

 

（３）地域の役割 

生活様式、価値観の多様化や少子高齢化、都市化の進行などにより、地域の連帯意

識の希薄化が指摘される中、市民一人ひとりが、さまざまな人権に係る課題を共有し、

その解決に向け、それぞれの力を出しあい、互いに助けあうという体制づくりが求め

られています。 

このため、行政区・自治会をはじめ、民生・児童委員、福祉委員、さらには、企業・

事業所や医療機関、福祉施設などの関係機関、地域社会で活動するさまざまな民間団

体などが連携し、ネットワークを形成していくことが必要です。 
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（４）企業・事業所の役割 

 企業・事業所は、社会的存在である以上、社会性、公共性を有し、顧客・従業員を

はじめ、地域や市民に対し、各種の社会的責任を負っています。 

このため、企業活動における差別事象はもちろん、企業・事業所内における差別言

動や人権侵害などをなくし、安心で安全なサービスの提供を図るとともに、だれもが

働きやすい職場環境づくりに取り組むなど、企業・事業所内の人権意識を高めていく

ことが求められています。 
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第４章 人権施策の推進 

 

１ 基本的な視点 

 

 （１）人権尊重の視点から 

すべての行政施策は、日本国憲法で保障された基本的人権の尊重を基本として

おり、あらゆる分野において人権尊重の視点に立ち、諸施策の推進に努めます。 

 

（２）市民協働の視点から 

人権問題は社会全体の問題であり、その解決にはあらゆる人たちの力を結集す

ることが重要です。市民一人ひとりが人権を自らの問題として捉え、互いに連携

して活動できるよう、市民の創意と発意、知識と見識を尊重し、市民との協働に

よる施策の推進に努めます。 

 

（３）自己実現の視点から 

   市民一人ひとりが個性や能力を十分に発揮でき、心豊かで自分らしく生きたい

という自己実現を可能にするための教育、福祉、就労、社会参加などの機会を保

障する環境づくりや条件整備の推進に努めます。 

 

 

２ 人権施策を推進するための取り組み 

 

 （１）行政総体で取り組む「人権尊重のまちづくり」 

   本市行政のあらゆる分野において、人権尊重の視点に立った施策を確立し、特

定の部署に限ることなく、すべての部署における施策を通して「人権尊重のまち

づくり」をめざします。 

また、さまざまな人権施策におけるこれまでの取り組みの成果と課題を踏まえ、

残された課題解決に向けた施策を推進します。 

 

◆施策の方向性 

・全庁的に取り組むための「人権施策推進本部」の設置 

    ・各部署が事業計画の策定やその見直しを行う場合は、「本指針の基本理念

や基本的な視点」を尊重 
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 （２）推進体制の強化 

人権施策を推進するためには、施策相互の関連性を重視し、関係部署が連携を

図るとともに、幅広い見地から総合的に取り組むことが必要です。 

このため、施策を総合的に推進するための内部組織体制を強化するとともに、

市民などの参加による審議会や関係機関などとの連携による推進体制を強化し

ます。 

 

◆施策の方向性 

    ・全庁的に取り組むための「人権施策推進本部」の設置（再掲） 

    ・市民参加による「人権施策推進審議会」の開催 

    ・市同和教育研究会などの関係機関や民間団体などとの連携強化 

 

 （３）人権意識に配慮した職員の育成 

人権施策の推進者である市職員は、人権問題を解決するために必要な正しい理

解と認識を深め、「人権尊重のまちづくり」に自らも積極的に参画するという自

覚が必要です。 

このために、市職員一人ひとりが人権施策の推進者としての自覚を持ち、常に

人権に配慮した市民サービスを遂行することができるよう、効果的な職員研修を

推進します。 

 

    ◆施策の方向性 

    ・市職員人権問題研修年次計画の推進 

・効果的な職場研修の方策検討 

・人権問題にかかわる各種研修会への積極的な参加 

 

 （４）人権施策の進捗状況の把握 

本市が行うすべての施策が人権尊重の視点に立ったものであるかを見極め、施

策の見直しや改善を行うことが必要です。 

このため、それぞれの部署の進捗状況を的確に把握し、「人権施策推進審議会」

などから意見を聴取し、今後の課題を検討します。 

 

    ◆施策の方向性 

    ・本指針に基づく「実施計画」の策定 

・進捗状況調査方法の検討 

    ・市民参加による「人権施策推進審議会」の開催（再掲） 
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 （５）市民協働のまちづくりの推進 

市民が社会の一員であることを認識し、まちづくりの主役として主体的な行動

が求められます。 

このため、市民が市政に参画できる機会の拡大に努めるとともに、民間団体な

どを育成・支援し、これらの団体と連携した市民協働のまちづくりをめざします。 

また、市民との情報の共有化を図り、開かれた市政と市民参加の促進を図りま

す。 

 

◆施策の方向性 

    ・人権施策に対する市民の意見を反映できる機会の拡大 

    ・「人権尊重のまちづくり」に関する市政情報の提供 

    ・関係機関や民間団体などの連携・協働の推進 

 

 （６）人権ネットワークの拡大 

   「人権尊重のまちづくり」は、全市的に取り組むことが必要です。 

このため国、県などの行政機関はもとより関係機関などとの連携強化に努める

とともに、それぞれの自主性を尊重し、人権問題に関する情報交換や交流活動な

どの連携・協働を促進します。 

 

    ◆施策の方向性 

    ・国、県などの行政機関や関係機関、民間団体、企業、地域などとの人権問

題に関する情報交換や交流活動などの連携・協働の推進 

 

 （７）人権相談機能の充実 

人権問題が複雑・多様化する傾向にあり、このような相談に対し、適切かつ迅

速に対応していくことが求められています。 

このため、法務局など関係機関との連携を図り、市民のニーズに的確な対応が

できるよう相談機能の充実に努めます。 

また、人権相談を通じて人権侵害の現状を把握し、人権侵害の発生や拡大の防

止につなげる施策の充実に努めます。 

さらに、「（仮称）人権侵害救済法」の早期制定に向けて働きかけを行うととも

に、法案制定の動向を見ながら、本市の対応の在り方について研究・検討します。 

 

    ◆施策の方向性 

    ・法務局など関係機関や各種相談窓口との連携・協働など相談機能充実のた

めの方策検討 
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    ・人権侵害の現状把握に基づく施策の充実 

・各種相談員などの人権意識の向上と専門知識修得などの研修機会の充実 

 

 （８）企業・事業所との連携 

企業・事業所の社会的責任が注目される中、企業・事業所の人権意識の高揚を

図るとともに、地域への貢献に対する積極的な活動が求められています。 

とりわけ、公正な採用選考を実施するとともに、障害者などの雇用問題や同和

問題の解決に向けた取り組みの充実が求められています。 

このため、企業・事業所との連携を強化し、人権啓発活動に対する支援を行う

など、人権意識を高め、地域貢献に取り組みやすい環境づくりに努める必要があ

ります。 

また、市の出資法人や指定管理者（公の施設の管理を行う団体）についても、

人権に配慮した業務遂行が求められます。このため、本市などが取り組む研修の

場への参加要請や人権に関する職場研修などの取り組みを支援します。 

 

    ◆施策の方向性 

    ・「筑紫地区人権・同和行政推進協議会」や「筑紫地区企業同和問題推進委

員会」などとの連携による人権に配慮した取り組みへの支援 

・事業主や従業員へ講演会や研修などへの参加要請 

・人権に関する職場研修における啓発資料や講師情報の提供などの支援 

・啓発活動に取り組むための支援策の検討 

    ・「筑紫地区同和対策就職促進協議会」の就職支援システムへの登録企業・

事業所の拡大 

    ・障害者などの雇用促進・就労支援 

 

 

３ 人権教育・人権啓発を推進するための取り組み 

 

（１） 人権教育 

① 乳幼児教育 

（基本的な考え方） 

  乳幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎が培われる時期であり、この時期に人

権意識の基礎となる多様な体験と学びを保障することが重要であることを踏まえ、

「筑紫野市同和保育基本方針」に沿って、市内すべての保育所（園）・幼稚園など

で乳幼児に対する人権・同和保育に取り組みます。 
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ア 子どもの教育権を保障する保育内容の創造 

  子ども一人ひとりの個性と能力を開花させていく乳幼児に対する基本的な教

育として、具体的な保育内容を充実します。 

 

◆施策の方向性 

・体験と遊びの充実 

・同和保育内容の充実 

・保育実践の研鑽と向上 

 

イ 保育所（園）・幼稚園・小学校・中学校の連携 

  「同和保育基本方針」の全市的な共通理解を図り、保育所（園）・幼稚園など

を出発点とした小学校・中学校をはじめ家庭、地域との連携・協力体制を強化し

ます。 

 

◆施策の方向性 

・保護者会活動の活性化 

・乳幼児家庭教育学級などの充実 

・中学校区同和教育推進事業への参画 

 

ウ 研究・研修の充実 

  子どもたちに最善の保育がなされるよう保育実践の研究活動を活性化させ、保

育士や幼稚園教諭などの人権意識と人権感覚の向上を図るための研修の充実に

努めます。 

 

◆施策の方向性 

・講演会や研修などへの参加要請 

・保育士や幼稚園教諭などの研修の実施 

・保育理論の研修や外部講師による研修の充実 

 

エ 子育て支援の充実 

乳幼児教育並びに育児に関する相談体制の充実と子育て支援センターを中心

としたネットワークづくりを促進します。 

 

◆施策の方向性 

・教育・養育相談などの連携と機能の充実 

・子育て支援センター事業の充実 
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② 学校教育 

（基本的な考え方） 

学校教育においては、児童生徒一人ひとりの生きる力(※12)を育む学力・進路の保

障の充実をめざします。また、児童生徒や地域の実態を踏まえ、各教科、道徳、特

別活動(※13)、総合的な学習(※14)など学校教育活動全体を通して、さまざまな人権問

題についての知識や理解を深めるとともに、問題解決につながる具体的な態度、実

践力の向上に努めます。 

 

ア 人権尊重を基盤とした学校運営の推進 

  学校生活全般を通して子どもたちの生きる力を育むためには、学校総体の基

盤に人権尊重の精神が位置づかなければなりません。とりわけ、教職員の共通

理解による組織的、継続的な取り組みが重要です。 

 

◆施策の方向性 

・安全・安心な学校づくり 

・人権・同和教育推進計画の充実と推進体制の確立 

 

イ 学力・進路保障実践の充実 

  子どもたち一人ひとりの個性と能力を最大限保障することは、学校教育の責

務であり、人権教育の中心課題といえます。一人ひとりの子どもを大切にする

視点を持ち、すべての子どもの学力と進路の保障に努めます。 

 

 

                                                   
(※12) 生きる力：平成8年文部省（現在の文部科学省）の中央教育審議会第1次答申の中で、「我々はこれか
らの子どもたちに必要となるのは、いかに社会が変化しようと、自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、

主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力であり、また、自らを律しつつ、他人ととも

に協調し、他人を思いやる心や感動する心など、豊かな人間性であると考えた。たくましく生きるための健

康や体力が不可欠であることは言うまでもない。我々は、こうした資質や能力を、変化の激しいこれからの

社会を［生きる力］と称することとし、これらをバランスよくはぐくんでいくことが重要であると考えた。」

と述べたことから、今後の新たな目的として取り上げられ、この理念を受けて新学習指導要領が作成されま

した。 

 
(※13) 特別活動：望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸張を図り、集団や社会の
一員としてよりよい生活を築こうとする自主的、実践的な態度を育てるとともに、人間としての在り方、生

き方について自覚を深め、自己を生かす能力を養うことを目標としています。その学習内容は、学級活動、

学校行事、児童生徒会活動、クラブ活動（小学校のみ）となっています。 
 
(※14) 総合的な学習：これまでとかく画一的といわれる学校の授業に変えて、①地域や学校、子どもたちの
実態に応じ、学校が創意工夫を生かして特色ある教育活動が行える時間、②国際理解、情報、環境、福祉・

健康など従来の教科をまたがるような課題に関する学習を行える時間として、平成 14年度に新しく設けら

れたものです。 
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    ◆施策の方向性 

   ・わかる授業の創造と指導方法の工夫と改善 

・個に応じた丁寧な指導の充実 

・教育相談など支援を必要とする子どもや家庭への対応の充実 

・小学校・中学校連携による進路相談などの充実 

 

ウ 人権学習カリキュラムの整備と教材の開発 

  人権・同和問題に対する正しい知識を持って、自ら考える力や行動力を育む

ために、人権学習における指導方法や教材の開発を進めていくとともに小学

校・中学校が連携し、系統的に取り組みます。また、参加体験型の手法や交流

学習、地域教材の発掘など子どもたちの興味と関心を呼び起こす工夫と改善を

図ります。 

 

  ◆施策の方向性 

   ・人権学習カリキュラムの整備 

   ・公開授業研究会の実施 

   ・地域・地元教材の開発や啓発冊子の活用 

 

エ 人権感覚豊かな教職員の育成 

  教職員自身の人権感覚が、子どもたちの人権感覚に最も影響を及ぼします。

教職員が人権尊重の理念について十分な認識を深め、豊かな感性を身につける

ことができるよう研修の充実と、実践力の向上を図ります。 

 

 ◆施策の方向性 

  ・教職員研修の充実 

   ・各種研修会への参加保障 

 

オ 中学校区における地域、家庭、学校による協働 

  地域、家庭、学校がそれぞれの特性を生かしながら協働の視点から人権教育

に取り組むことが、「人権尊重のまちづくり」につながっていきます。 

保育所（園）・幼稚園・小学校・中学校・高等学校や地域住民などが、中学校

区同和教育推進事業を通して連携・交流を深め、より効果的な推進を図ります。 

 

   ◆施策の方向性 

   ・中学校区同和教育推進事業の充実 

  ・開かれた学校づくりの推進 
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  ・地域、家庭との連携強化 

 

 

③ 社会教育 

（基本的な考え方） 

  日常生活において人権上配慮を要する際に具体的な態度や行動に現れるような

人権感覚豊かな市民を育成するために、生涯学習の一環として、地域、家庭、職場

などあらゆる場面で多様な学習機会の充実と効果的、魅力的な学習プログラムの提

供を図ります。 

 

 ア 学習と実践活動の一体化 

   人権学習の成果をさらに向上させるためには、市民が主体となる具体的な実践

活動へ発展させていくことが重要です。自主的人権学習グループの育成を図ると

ともに実践活動の場を創造していきます。 

 

◆施策の方向性 

   ・自主的人権学習グループの育成とネットワーク化 

    ・啓発イベントなどへの参画 

 

 イ 地域交流活動の促進 

   市民一人ひとりが、互いに認めあい支えあう人間関係をつくりあげていくこと

で豊かな地域社会が形成されていきます。地域のさまざまな行事への参加を促し、

多様な人たちが交流できるよう支援します。 

 

◆施策の方向性 

    ・地域交流事業の活性化 

 ・地域活動への青少年の参加促進 

 ・地域人権行事などへの支援 

 

 ウ 学校教育と社会教育の連携 

   学校教育と社会教育との有機的な連携・協力がなされるよう、地域施設などを

活用し、地域の実情に応じた人権に関する多様な学習機会の拡充を図ります。 

 

    ◆施策の方向性 

    ・地域における人権イベントの開催 

    ・安全・安心な子どもの居場所づくり 
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 エ 指導者の育成 

   多様な学習手法などを修得する研修や講座などを実施し、社会教育分野におけ

る人権教育のためのリーダーを養成します。 

 

◆施策の方向性 

  ・社会教育関係職員などの人権研修の充実 

・人権教育指導者育成研修の実施 

 

（２）人権啓発 

（基本的な考え方） 

市民一人ひとりが人権問題についての正しい知識を学び、自らの課題として受け

とめ、人権が確立された地域社会づくりに向けて、ネットワーク化を図りながら啓

発活動を充実します。 

 

ア 啓発活動の充実と推進 

  市民一人ひとりが人権尊重の考え方を理解し行動へとつなげていくためには、

さまざまな市民の興味や関心に応じた手法や内容など創意工夫をこらし、人権問

題をより身近な課題としていく人権啓発活動を進めます。 

 

  ◆施策の方向性 

 ・各種人権啓発事業の充実 

・人権啓発冊子の計画的発刊 

 

イ 人材育成の充実 

  市民がより自主的、主体的な人権啓発活動に取り組むためには、地域住民の中

から人権啓発を推進する人材が輩出されることが望まれます。体系的な人権啓発

に関する講座などを開催し、地域の「人権尊重のまちづくり」を担う人材の育成

に努めます。 

 

 ◆施策の方向性 

   ・地域住民を対象とした計画的な人権啓発講座の開催 

 ・人権啓発地域リーダーの育成並びに研修の実施 

 

ウ 地域における啓発活動の充実 

  人権を基盤にした地域コミュニティ活動を推進するためには、市民一人ひとり
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が人権を尊重することの大切さを実感でき、互いの理解と学びが深まる啓発活動

や交流事業が継続的に行われることが重要です。また、各コミュニティにおける

人権啓発の機会を増やし、気軽に学びあう環境づくりを支援します。 

 

 ◆施策の方向性 

  ・交流・啓発事業の展開と充実 

   ・地域への講師派遣、啓発資料、教材の提供などの支援 

   ・地域行事など、あらゆる機会を捉えた啓発活動の実施 

 

エ 人権啓発活動ネットワークの促進 

  これまでの人権啓発活動を通して積み上げてきた民間団体などとの連携・協力

関係をさらに充実・拡大させる人権啓発活動のネットワーク化を促進します。 

 

 ◆施策の方向性 

    ・国、県などの行政機関や関係機関、民間団体、企業、地域などとの人権問

題に関する情報交換や交流活動などの連携・協働の推進（再掲） 

 

オ 調査・研究の充実 

  人権をより身近に感じ、全市民の課題としていくためには、啓発活動の在り方、

手法、教材開発など、市民のニーズや先進的啓発手法などの調査・研究を行うこ

とが重要です。研究団体との連携を図り、人権に関する情報の収集や調査・研究

に努めます。 

 

   ◆施策の方向性 

   ・大学、民間研究団体との連携 

 ・意識調査などによる市民ニーズの定期的把握と効果検証 
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筑紫野市人権施策基本指針施策体系 
      基本指針             

  
                 

(1)行政総体での取り組み 
                      

  
               

(2)推進体制の強化 
                      

  

日
本
国
憲
法 

            
(3)職員の育成 

                    
  

             
(4)進捗状況の把握 

                    
              
 

(5)市民協働のまちづくりの

推進        

筑紫野市

同和対策

推進協議

会答申 
              

  
                 

(6)人権ネットワークの拡大 
                           

  
        

人
権
施
策 

  
(7)人権相談機能の充実 

                  
  

           
(8)企業・事業所との連携 

   

人
権
教
育
及
び
人
権
啓
発
に
関
す
る
法
律 

他
関
係
法
令                

     

 

  

「人権尊

重のまち

づくり」の

基本理念   

基本的な 

視点 

    
 

ア)教育権を保障する保育 

内容の創造                  
  

          
イ)保・幼・小・中学校の連携 

              
  

          
ウ)研究・研修の充実 

              
  

         

乳
幼
児
教
育 

 
エ)子育て支援の充実 

               
           
 

ア)人権尊重を基盤とした 

学校運営の推進               
    

筑
紫
野
市
人
権
都
市
宣
言 

に
関
す
る
条
例 

  
 

１ 

人
間
の
尊
厳
・自
立 

 

２ 

共
生 

 

３ 

自
己
実
現 

 

 

１ 

人
権
尊
重
の
視
点
か
ら 

 

２ 

市
民
協
働
の
視
点
か
ら 

 

３ 
自
己
実
現
の
視
点
か
ら 

    
 

イ)学力・進路保障実践の 

充実         
 

              
        

 
 

  

 

   

    
 

ウ)人権学習カリキュラムの 
整備と教材の開発                    

         

   

    
 

エ)人権感覚豊かな教職員の

育成                    
       

   

    

学
校
教
育 

 
オ)中学校区における地域、

家庭、学校による協働                    
      

筑紫野市

同和教育

推進委員

会答申         
 

ア)学習と実践活動の一体化 
                    

  
  

第
四
次
筑
紫
野
市 

総
合
計
画 

              
イ)地域交流活動の促進 

                      
                   
 

ウ)学校教育と社会教育の 
連携                       

  
               

人
権
教
育 

  

社
会
教
育 

 
エ)指導者の育成 

                         
    

                  
ア)啓発活動の充実と推進 

                       
    

                  
イ)人材育成の充実 

                       
                   
   

ウ)地域における啓発活動の

充実                        
                   
   

エ)人権啓発活動ネットワ-ク

の促進                        
    

               

人
権
啓
発 

   
オ)調査・研究の充実 
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実施計画 

   
 

・全庁的に取り組むための「人権施策推進本部」の設置 

・各部署が事業計画の策定やその見直しを行う場合は、「本指針の基本理念や基本的な視点」を尊重       
   
 

・全庁的に取り組むための「人権施策推進本部」の設置（再掲）  ・市民参加による「人権施策推進審議会」の開催 
・市同和教育研究会などの関係機関や民間団体などとの連携強化       

   
 

・市職員人権問題研修年次計画の推進  ・効果的な職場研修の方策検討 

・人権問題に係わる各種研修会への積極的な参加       
   
 

・本指針に基づく「実施計画」の策定  ・進捗状況調査方法の検討 

・市民参加による「人権施策推進審議会」の開催（再掲）       
   
 

・人権施策に対する市民の意見を反映できる機会の拡大  ・「人権尊重のまちづくり」に関する市政情報の提供 
・関係機関や民間団体などの連携・協働の推進       

   
 

・国、県などの行政機関や関係機関、民間団体、企業、地域などとの人権問題に関する情報交換や交流活動などの連

携・協働の推進       
   
 

・法務局など関係機関や各種相談窓口との連携・協働など相談機能充実のための方策検討  ・人権侵害の現状把握

に基づく施策の充実  ・各種相談員などの人権意識の向上と専門知識修得などの研修機会の充実       
   
 

・「筑紫地区人権・同和行政推進協議会」や「筑紫地区企業同和問題推進委員会」などとの連携による人権に配慮した取り組みへの支援  ・事業主や従業員
へ講演会や研修などへの参加要請  ・人権に関する職場研修における啓発資料や講師情報の提供などの支援  ・啓発活動に取り組むための支援策の検
討  ・「筑紫地区同和対策就職促進協議会」の就職支援システムへの登録企業・事業所の拡大  ・障害者などの雇用促進・就労支援       

   
 

・体験と遊びの充実  ・同和保育内容の充実  ・保育実践の研鑽と向上 
      

   
 

・保護者会活動の活性化  ・乳幼児家庭教育学級などの充実  ・中学校区同和教育推進事業への参画 
      

   
 

・講演会や研修などへの参加要請  ・保育士や幼稚園教諭などの研修の実施 

・保育理論の研修や外部講師による研修の充実       
   
 

・教育・養育相談などの連携と機能の充実  ・子育て支援センター事業の充実 
      

   
 

・安全・安心な学校づくり  ・人権・同和教育推進計画の充実と推進体制の確立 
      

   
 

・わかる授業の創造と指導方法の工夫と改善  ・個に応じた丁寧な指導の充実  ・教育相談など支援を必要とする
子どもや家庭への対応の充実  ・小学校・中学校連携による進路相談などの充実       

   
 

・人権学習カリキュラムの整備  ・公開授業研究会の実施  ・地域・地元教材の開発や啓発冊子の活用 
      

   
 

・教職員研修の充実  ・各種研修会への参加保障 
      

   
 

・中学校区同和教育推進事業の充実  ・開かれた学校づくりの推進  ・地域、家庭との連携強化 
      

   
 

・自主的人権学習グループの育成とネットワーク化  ・啓発イベントなどへの参画 
      

   
 

・地域交流事業の活性化  ・地域活動への青少年の参加促進  ・地域人権行事などへの支援 
      

   
 

・地域における人権イベントの開催  ・安全・安心な子どもの居場所づくり 
      

   
 

・社会教育関係職員などの人権研修の充実  ・人権教育指導者育成研修の実施 
      

   
 

・各種人権啓発事業の充実  ・人権啓発冊子の計画的発刊 
       

   
 

・地域住民を対象とした計画的な人権啓発講座の開催  ・人権啓発地域リーダーの育成並びに研修の実施 
      

   
 

・交流・啓発事業の展開と充実  ・地域への講師派遣、啓発資料、教材の提供などの支援 
・地域行事など、あらゆる機会を捉えた啓発活動の実施       

   
 

・国、県などの行政機関や関係機関、民間団体、企業、地域などとの人権問題に関する情報交換や交流活動などの連

携・協働の推進（再掲）       
   
 

・大学、民間研究団体との連携  ・意識調査などによる市民ニーズの定期的把握と効果検証 
  

そ
れ
ぞ
れ
の
人
権
問
題
に
対
す
る
人
権
施
策
の
推
進
方
針
・
各
課
等
に
お
け
る
具
体
策 
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人権関係年表 ＊1人権に関する条約など（Ｐ１） 
      

年   

1945 昭和 20 年 「国連憲章」及び「国際司法裁判所規定」、サンフランシスコで調印 

1948 昭和 23 年 「世界人権宣言」採択 

1949 昭和 24 年 「人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約」採択 

1951 昭和 26 年 「難民の地位に関する条約」採択 

1959 昭和 34 年 「児童の権利宣言」採択 

1965 昭和 40 年 「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約（人種差別撤廃条約）」採択 

1966 昭和 41 年 「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（社会権規約）」採択 

    「市民的及び政治的権利に関する国際規約（自由権規約）」及びその「選択議定書」採択 

1973 昭和 48 年 「アパルトヘイト犯罪の禁止及び処罰に関する国際条約」採択 

1975 昭和 50 年 「障害者の権利に関する宣言」採択 

1979 昭和 54 年 「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女子差別撤廃条約）」採択 

1984 昭和 59 年 「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約（拷問禁止条約）」採択 

1986 昭和 61 年 「発展の権利に関する宣言」採択 

1989 平成元年 「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」採択 

    「市民的及び政治的権利に関する国際規約の第２選択議定書」（死刑廃止）採択 

1990 平成 2 年 「全ての移住労働者及びその家族の権利保護に関する条約」採択 

1993 平成 5 年 国連人権高等弁務官を新設 

1994 平成 6 年 「人権教育のための国連 10 年」（1995～2004）を宣言 

1995 平成 7 年 第 4 回世界女性会議で「北京宣言及び行動綱領」採択 

1999 平成 11 年 「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書」採択 

2000 平成 12 年 「武装紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」採択 

    「児童売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」採択 

2002 平成 14 年 「国際刑事裁判所規程」発効 

2004 平成 16 年 「人権教育のための世界計画」（2005～）を決議 

2006 平成 18 年 国連人権理事会創設の決議 

    「障害者権利条約」採択 

    「強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約（強制失踪条約）」採択 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



参考資料 

27 
 

人権関係年表 ＊2国際年（Ｐ１） 

     

年   

1959 昭和 34 年 世界難民年 （～1960） 

1968 昭和 43 年 国際人権年 

1970 昭和 45 年 国際教育年 

1971 昭和 46 年 人種差別と闘う国際年 

1973 昭和 48 年 第１次人種差別と闘う１０年 （～1983） 

1975 昭和 50 年 国際婦人年 

1976 昭和 51 年 国連婦人の１０年 （～1985）   

1979 昭和 54 年 国際児童年 

1981 昭和 56 年 国際障害者年 

1982 昭和 57 年 南アフリカ制裁国際年 

1983 昭和 58 年 世界コミュニケーション年 

  国連障害者の１０年 （～1992）   

  第２次人種差別と闘う１０年 （～1993）  

1985 昭和 60 年 国際青年年 

1986 昭和 61 年 国際平和年 

1987 昭和 62 年 家のない人々のための国際居住年 

1990 平成 2 年 国際識字年 

  植民地主義撤廃のための国際の１０年 （～2000）  

1993 平成 5 年 世界の先住民の国際年 

  アジア太平洋障害者の１０年 （～2000）  

  第３次人種差別と闘う１０年 （～2003）   

1994 平成 6 年 国際家族年 

  世界の先住民の国際の１０年 （～2004）  

1995 平成 7 年 国連寛容年 

  人権教育のための国連１０年 （～2004）   

1996 平成 8 年 貧困撲滅のための国際年 

1997 平成 9 年 貧困撲滅のための国連の１０年 （～2006）   

1999 平成 11 年 国際高齢者年 

2000 平成 12 年 平和の文化のための国際年 

   国際感謝年 

2001 平成 13 年 ボランティア国際年 

   国連文明間の対話年 

   人種主義、人種差別、外国人排斥、不寛容に反対する動員の国際年 

  植民地主義撤廃のための第２次国際の１０年 （～2010）   

  世界の子どもたちのための平和の文化と非暴力のための国際の１０年 （～2010）   

2002 平成 14 年 国際山岳年 

   国際エコツーリズム年 

   国連文化遺産年 

2003 平成 15 年 国際淡水年 

  国連識字の１０年 （～2012）   

  新アジア太平洋障害者の１０年 （～2012）   

2004 平成 16 年 奴隷制度反対とその廃止を記念する国際年 

   国際米年 

2005 平成 17 年 国際小口金融年（世界での貧困緩和等を目的とする小規模融資プログラムの促進） 

  持続可能な開発のための教育の国連１０年 （～2014）   

  人権教育のための世界計画 （2005～）              
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人権関係年表 ＊3国内法律など（Ｐ３） 
      

年   

1947 昭和 22 年 「日本国憲法」施行 

    「労働基準法」施行 

1948 昭和 23 年 ｢児童福祉法」施行 

1950 昭和 25 年 「生活保護法」施行 

1969 昭和 44 年 「同和対策事業特別措置法」施行 

1982 昭和 57 年 「地域改善対策特別措置法」施行 

1986 昭和 61 年 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（男女雇用機会均等法）」施行 

1987 昭和 62 年 「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（地対財特法）」施行 

1993 平成 5 年 「障害者基本法」施行 

1994 平成 6 年 「高齢者・身体障害者等が円滑に利用できる特定建設物の建築の促進に関する法律（ハートビル法）」施行 

1995 平成 7 年 「高齢社会対策基本法」施行 

1997 平成 9 年 「人権擁護施策推進法」施行 

    「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律（アイヌ文化振興法）」施行 

    「『人権教育のための国連 10 年』に関する国内行動計画」のとりまとめ 

1998 平成 10 年 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（高年齢雇用安定法）」一部改正、施行 ⇒60 歳以上定年制義務化 

    「障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）」一部改正、施行 ⇒障害者雇用率（1.8%）の設定 

1999 平成 11 年 「精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律」施行 ⇒精神薄弱者からの知的障害者への用語改正 

  「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」施行 

    「改正男女雇用機会均等法」施行 

    「男女共同参画社会基本法」施行 

  
  

人権擁護推進審議会「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の
総合的な推進に関する基本的事項について」（諮問第１号に対する答申） 

    「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律（児童買春、児童ポルノ禁止法）」施行 

2000 平成 12 年 「介護保険法」施行 

    「民法」一部改正等 ⇒成年後見制度改正 

    「外国人登録法」一部改正、施行 ⇒指紋押捺全廃 

    「民事法律扶助法」施行 

  「刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律」施行 

    「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律（犯罪被害者保護法）」施行 

    「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律（交通バリアフリー法）」施行 

    「児童虐待の防止等に関する法律（児童虐待防止法）」施行 

    「ストーカー行為等の規制等に関する法律（ストーカー規制法）」施行 

    「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」施行 

2001 平成 13 年 人権擁護推進審議会「人権救済制度の在り方について」（諮問第２号に対する答申） 

    「高齢者の居住の安定確保に関する法律」施行 

    「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（DV 防止法）」施行 

    人権擁護推進審議会「人権擁護委員制度の改革について」（諮問第２号に対する追加答申） 

2002 平成 14 年 「人権教育・啓発に関する基本計画」閣議決定 

    「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（プロバイダー責任法）」施行 

    「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」施行 

    「身体障害者補助犬法」施行 

2003 平成 15 年 「個人情報の保護に関する法律」施行 

    「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律（出会い系サイト規制法）」施行 

2004 平成 16 年 「障害者基本法」一部改正、施行 

  「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」施行 

2005 平成 17 年 「犯罪被害者等基本法」施行 

    「発達障害者支援法」施行 

2006 平成 18 年 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（高齢者虐待防止法）」施行 

    「障害者自立支援法」施行 

  「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」施行 

    「自殺対策基本法」施行 

    「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」施行⇒ハートビル法、交通バリアフリー法一本化 

2007 平成 19 年 「改正男女雇用機会均等法」施行 

    「探偵業の業務の適正化に関する法律」施行 ⇒身元調査禁止 
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筑紫野市における諸計画など 

 

○ 第四次筑紫野市総合計画（Ｐ３） 

平成18年度を初年度とし、本市が目指す将来都市像を明らかにした最上位計画であり、「み

んなでつくる 自然と街との共生都市 ちくしの」をキャッチフレーズに、５つの基本目標（①

支えあう、いきいき・安心の地域づくり ②豊かな自然と快適な暮らしを守る環境づくり ③

互いを尊重し、共にかがやくひとづくり ④にぎわいと活気に満ちた成熟の都市づくり ⑤

自治・自律と市民協働のしくみづくり）、10の政策、33の施策からなっています。 

 

○ ちくしの男女共同参画プラン（Ｐ５） 

「男女がともにわかちあい、創造しあう社会の実現」を基本理念として平成10年3月策定。 

平成 16年 11月には、少子高齢社会への急速な進行や社会経済情勢の変化、男女共同参画

社会基本法をはじめとする男女共同参画に関する法律のあいつぐ制定・施行、さらに、国、

県における男女共同参画に関する新たな基本計画が策定されたことにより時代の推移に対応

した新たな視点に立ち、プランの改定を行っています。 

プランの体系については、5つの重点目標（①女性と男性がともに進める意識改革 ②健や

かで生きがいの持てる生活の安定 ③あらゆる分野への共同参画 ④男女平等をめざす豊か

な人間性の育成 ⑤個人の尊厳の確立）、17の主要課題からなっています。 

 

○ 筑紫野市男女共同参画推進条例（Ｐ６） 

男女共同参画を推進することにより、性にかかわりなく、すべての人の人権を保障し、豊

かで活力ある社会を実現することを目的に定めた条例であり、平成 17年 10月に制定、平成

18年4月1日に施行。 

6つの基本理念（①すべての人の人権の尊重 ②性に関する権利の尊重と生涯にわたる健

康の保持 ③社会における制度又は慣行についての配慮 ④政策などの立案及び決定過程へ

の男女共同参画 ⑤家庭生活の活動と他の活動との両立 ⑥国際的協調）を掲げています。

「市、市民、市議会、事業者などに対する責務」、「市が行うべき基本的施策」、「苦情・救済

処理機関の設置」などが含まれています。 

 

○ 筑紫野市次世代育成支援行動計画（Ｐ７） 

 次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画として平成17年3月に策定。 

「みんなで育もう！ キラリ、笑顔 筑紫野の子どもたち」を基本理念に、子どもの視点

に立ち、子どもの人権を尊重するという基本的な考えの下、5つの基本目標（①楽しく子育

てできる環境をつくろう ②子どもの健やかな成長を支えよう ③子どもの個性や可能性を

伸ばそう ④子どもや子育て家庭を大切にする社会をつくろう ⑤子どもと子育てにやさし

いまちをつくろう）を掲げています。 

 

 



参考資料 

30 
 

○ 筑紫野市老人保健福祉計画・介護保険事業計画（Ｐ７） 

 本市の高齢者保健福祉施策の推進について定めた計画であり、平成12年3月に第１期計画、

平成15年3月に第２期計画、平成18年3月に第３期計画を策定。 

策定の目的は高齢者が心身ともに健康で、いきいきと生活することができ、仮に障害を持

つ場合でも、できるだけ自立し、また地域全体で支えあうことにより、安心して過ごすこと

ができる地域社会の実現にあり、7つの基本理念（①人間性の尊重 ②活力ある高齢期の実

現 ③在宅生活の総合的支援 ④ともに生きるまちづくり ⑤住民の幅広い参加と民間活力

の導入 ⑥健康づくり・生きがい対策の推進 ⑦地域福祉の推進）を掲げています。 

 

○ 筑紫野市障害者福祉長期行動計画（Ｐ８） 

障害者基本法に基づく市町村障害者計画として平成10年3月に策定。法や制度の改正、国

の新しい障害者基本計画などを踏まえ、平成17年3月に改定。 

障害の有無にかかわらず、市民だれもが相互に人格と個性を支えあう共生社会に向かって、

ノーマライゼーションとリハビリテーションの理念に基づき施策を推進する上での将来像を

「コミュニティが支える 共生福祉のまち ちくしの」とし、6つの施策の柱（①互いに尊

重しあい・支えあう地域づくりを支援する ②自立した生活を支援する ③すこやかな暮ら

しを支援する ④育ち・学び・参加できる環境を支援する ⑤働くよろこびを創造し、安定

した生活を支援する ⑥安全で快適な暮らしを支援する）を掲げています。 

 

○ 筑紫野市障害福祉計画（Ｐ８） 

障害者自立支援法に基づく市町村障害福祉計画として平成19年3月に策定。 

障害者などの自立と社会参加を基本とする障害者基本法の理念を踏まえつつ、①障害者な

どの自己決定と自己選択の尊重 ②３障害に係る制度の一元化 ③地域生活移行や就労支援

などの課題に対応したサービス提供体制の整備 という点に配慮して作成しています。 

 

○ 筑紫野市国際化プラン（Ｐ９） 

本市の国際化施策の具体的な推進を行うための指針として平成14年9月に策定。 

「お互いの歴史・文化・生活習慣を理解し、互いの『違い』を認めあい、世界平和を願い

ながら、市民が国際人として対等な交流・協力を行うことができる舞台づくり」を基本目標

とし、３つの重点目標（①「人づくり、人の輪づくり」による国際人の育成 ②「市民一人

ひとりが主役」になれる国際交流・国際協力活動の舞台づくり ③「地域に根差した身近な

国際化」意識の啓発）と6つの展開方向性を掲げています。 

 

○ 筑紫野市国際化行動計画（Ｐ９） 

国際化プランの基本目標、重点目標を受け、行政に望まれる施策の展開方向性の 6項目を

具体的な施策として明らかにしたもので、平成17年3月に策定。 
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世界人権宣言 

１９４８年１２月１０日 

第３回国際連合総会採択 

前  文  

 人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認するこ

とは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、 

 人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の

自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言さ

れたので、 

 人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするために

は、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、 

 諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、 

 国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男

女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準

の向上とを促進することを決意したので、 

 加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達

成することを誓約したので、 

 これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要

であるので、 

 よって、ここに、国際連合総会は、 

 社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人

民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊

重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と遵守とを

国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とす

べての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。  

第１条 

 すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。

人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならな

い。 

第２条 

１ すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは

社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受ける

ことなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。 

２ さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地

域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、

管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。 

第３条 

 すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。 



参考資料 

32 
 

第４条 

 何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる

形においても禁止する。 

第５条 

 何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることは

ない。 

第６条 

 すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有す

る。 

第７条 

 すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護

を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、

そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。 

第８条 

 すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を

有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。 

第９条 

 何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。 

第１０条 

 すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、

独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有す

る。 

第１１条 

１ 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開

の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。 

２ 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のた

めに有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課

せられない。 

第１２条 

 何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名

誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対し

て法の保護を受ける権利を有する。 

第１３条 

１ すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。 

２ すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。 

第１４条 

１ すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有

する。 
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２ この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とす

る訴追の場合には、援用することはできない。 

第１５条 

１ すべて人は、国籍をもつ権利を有する。 

２ 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されるこ

とはない。 

第１６条 

１ 成年の男女は、人権、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、

かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平

等の権利を有する。 

２ 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。 

３ 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を

有する。 

第１７条 

１ すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。 

２ 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。 

第１８条 

 すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信

念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼

拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。 

第１９条 

 すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けること

なく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわ

りなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。 

第２０条 

１ すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。 

２ 何人も、結社に属することを強制されない。 

第２１条 

１ すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利

を有する。 

２ すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。 

３ 人民の意思は、統治の権力を基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真

正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでな

ければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によって行われ

なければならない。 
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第２２条 

 すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国

際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発

展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。 

第２３条 

１ すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失

業に対する保護を受ける権利を有する。 

２ すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受け

る権利を有する。 

３ 勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する

公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受

けることができる。 

４ すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利

を有する。 

第２４条 

 すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権

利を有する。 

第２５条 

１ すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福

祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その

他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。 

２ 母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出である

と否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。 

第２６条 

１ すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階

においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育

及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、

すべての者にひとしく開放されていなければならない。 

２ 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければ

ならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友

好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければなら

ない。 

３ 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。 

第２７条 

１ すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩

恵とにあずかる権利を有する。 

２ すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的

利益を保護される権利を有する。 
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第２８条 

 すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に

対する権利を有する。 

第２９条 

１ すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対

して 

義務を負う。 

２ すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当っては、他人の権利及び自由の正当な

承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正

当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。 

３ これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使し

てはならない。 

第３０条 

 この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権

利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利

を認めるものと解釈してはならない。  
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日本国憲法（抄） 

昭和２１年１１月３日公布 

昭和２２年 ５月３日施行 

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子

孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確

保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここ

に主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な

信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使

し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる

原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚する

のであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しよ

うと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去し

ようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の

国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認す

る。 

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであ

つて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持

し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓

ふ。 

 

第３章 国民の権利及び義務  

第１０条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。  

第１１条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する

基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。  

第１２条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを

保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の

福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。  

第１３条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の

権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要

とする。  

第１４条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地

により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。  

２ 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。  

３ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれ

を有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。  

第１５条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。  
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２ すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。  

３ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。  

４ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関

し公的にも私的にも責任を問はれない。  

第１６条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正

その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかな

る差別待遇も受けない。  

第１７条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところに

より、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。  

第１８条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、

その意に反する苦役に服させられない。  

第１９条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。  

第２０条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特

権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。  

２ 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。  

３ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。  

第２１条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。  

２ 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。  

第２２条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。  

２ 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。  

第２３条 学問の自由は、これを保障する。  

第２４条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本

として、相互の協力により、維持されなければならない。  

２ 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の

事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければな

らない。  

第２５条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。  

２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に

努めなければならない。  

第２６条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を

受ける権利を有する。  

２ すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる

義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。  

第２７条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。  

２ 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。  

３ 児童は、これを酷使してはならない。  

第２８条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障

する。  
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第２９条 財産権は、これを侵してはならない。  

２ 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。  

３ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。  

第３０条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。  

第３１条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又

はその他の刑罰を科せられない。  

第３２条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。  

第３３条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、

且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。  

第３４条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられ

なければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求

があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければ

ならない。  

第３５条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けること

のない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する

場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。  

２ 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。  

第３６条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。  

第３７条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける

権利を有する。  

２ 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己

のために強制的手続により証人を求める権利を有する。  

３ 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告

人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。  

第３８条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。  

２ 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、

これを証拠とすることができない。  

３ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑

罰を科せられない。  

第３９条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑

事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。  

第４０条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるとこ

ろにより、国にその補償を求めることができる。 

 

第１０章 最高法規 

第９７条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努

力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、

侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 
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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 

平成１２年１１月２９日制定 

平成１２年１２月 ６日施行 

（目的）   

第１条 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、

信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の

情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及

び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資すること

を目的とする。  

（定義）   

第２条 この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動を

いい、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解

を深めることを目的とする広報その他の啓発活動（人権教育を除く。）をいう。  

（基本理念）  

第３条 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その

他の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、

これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の自主性

の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなければならない。  

（国の責務）  

第４条 国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

（地方公共団体の責務）  

第５条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を

踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

（国民の責務）  

第６条 国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に

寄与するよう努めなければならない。  

（基本計画の策定）  

第７条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。  

（年次報告）  

第８条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策について

の報告を提出しなければならない。  

（財政上の措置）  

第９条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当該施

策に係る事業の委託その他の方法により、財政上の措置を講ずることができる。  
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附 則  

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第８条の規定は、この法律の施行の

日の属する年度の翌年度以後に講じる人権教育及び人権啓発に関する施策について適用する。  

（見直し） 

第２条 この法律は、この法律の施行の日から３年以内に、人権擁護施策推進法（平成８年

法律第１２０号）第３条第２項に基づく人権が侵害された場合における被害者の救済に関す

る施策の充実に関する基本的事項についての人権擁護推進審議会の調査審議の結果をも踏ま

え、見直しを行うものとする。  
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筑紫野市人権都市宣言 

人は、生まれながらにして自由であり、人間として尊ばれ、平等に生きる権利を有してい

る。 

日本国憲法及び世界人権宣言に明示されている基本的人権の尊重とあらゆる差別の撤廃は、

今や地球的規模で人類の大きな課題である。 

 しかし、私たちが生きている現代社会のなかには、部落差別をはじめ基本的人権が不当に

侵される様々な人権侵害の事象が存在し、平和で明るい社会の存立を脅かしている。 

 よって、筑紫野市はすべての市民の人権が等しく保障される地域社会の実現に向けて、一

人ひとりが不断の努力を行うことを確認し、ここに「人権都市」とすることを宣言する。 

 

平成７年６月５日 筑紫野市 
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筑紫野市人権都市宣言に関する条例 

平成７年１２月２８日施行 

すべての国民は、基本的人権を享有し、法の下の平等を保障している日本国憲法及び「す

べての人間は、生まれながらにして自由であり、尊厳と権利について平等である」とした世

界人権宣言を基本理念とし、本市においては、人権都市宣言を制定し、人権尊重意識の高揚

に努めてきた。 

 しかしながら、今日、最も深刻にして重大な社会問題である部落差別をはじめ、障害者、

高齢者、女性、在日外国人への差別などあらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されてい

る。 

 このため、市民一人ひとりが人権意識の高揚を図り、基本的人権が尊重される差別のない

明るいまちづくりを進め、もって、すべての市民が安心して暮らせる真の「差別のない筑紫

野市」を実現するため、たゆまぬ努力を行うことを決意し、この条例を制定する。 

 （目的） 

第１条 この条例は、日本国憲法及び世界人権宣言の精神にのっとり、市民一人ひとりが人

権を尊び、部落差別をはじめ、障害者、高齢者、女性、在日外国人への差別などあらゆる

差別をなくすとともに、心豊かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

 （市の責務） 

第２条 市は、前条の目的を達成するため必要な施策を総合的かつ積極的に推進するものと

する。 

 （市民の課題） 

第３条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に

協力するとともに、自らも人権意識の高揚に努めるものとする。 

 （施策の推進） 

第４条 市は、基本的人権を擁護するために必要な社会福祉の充実、職業の安定、教育文化

の向上及び人権擁護意識の高揚等に関する施策の推進に務めるものとする。 

 （啓発活動の充実） 

第５条 市は、市民の人権意識の普及高揚を図るため、学校、家庭、市民組織及び企業・事

業者等の密接な連携による啓発活動を充実し、差別を許さない世論の形成及び人権擁護の

社会づくりに努めるものとする。 

 （推進体制の充実） 

第６条 市は、人権擁護に関する施策を効果的に推進するために、国、県をはじめ関係機関

及び関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。 

２ 市は、前項の推進に当たっては、市民等の参加による審議会等推進体制の充実その他の

必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



参考資料 

43 
 

筑紫野市人権施策基本指針策定の主な経過 

 

 

平成１８年 ６月２９日（木） 第１回筑紫野市人権施策検討委員会 

７月２１日（金） 第２回筑紫野市人権施策検討委員会 

８月１８日（金） 第３回筑紫野市人権施策検討委員会 

９月１５日（金） 第４回筑紫野市人権施策検討委員会 

１０月１２日（木） 筑紫野市人権施策推進審議会設置条例施行 

１０月２０日（金） 第５回筑紫野市人権施策検討委員会 

１１月 ２日（木） 部課長会議；指針（素案）報告 

庁内意見聴取開始 

１１月２２日（水）    〃   〆切 

１２月 １日（金） 筑紫野市人権施策推進審議会公募委員募集開始 

１２月１５日（金）          〃         〆切 

 第６回筑紫野市人権施策検討委員会 

１２月１９日（火） 庁議；指針（素案）提案 

平成１９年 １月１７日（水） 庁議；指針（案）決定 

１月１８日（木） 第１回筑紫野市人権施策推進審議会；指針（案）諮問 

      ２月 １日（木） 市民意見募集開始 

２月２３日（金）    〃   〆切 

３月２６日（月） 第２回筑紫野市人権施策推進審議会 

４月２７日（金） 第３回筑紫野市人権施策推進審議会 

５月２１日（月） 第４回筑紫野市人権施策推進審議会 

７月 ４日（水） 第５回筑紫野市人権施策推進審議会 

７月１１日（水） 筑紫野市人権施策推進審議会答申 

７月１８日（水） 庁議；答申報告 

８月 １日（水） 筑紫野市人権施策基本指針決定 
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１８筑人第２３０号 
平成１９年１月１８日 

 
 
筑紫野市人権施策推進審議会 会長 様 

 
 

筑紫野市長  平 原 四 郎 
 
 
 

筑紫野市人権施策基本指針について（諮問） 
 
 
 
筑紫野市人権施策推進審議会設置条例第２条第１号の規定に基づき、筑紫野市人権

施策基本指針の策定について、別紙（案）を添えて諮問します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参考資料 

45 
 

 

平成１９年７月１１日 
 
筑紫野市長  平 原 四 郎  様 

 
筑紫野市人権施策推進審議会 

会 長  陶 山 高 度 
 
 

筑紫野市人権施策基本指針について（答申） 
 
 
平成１９年１月１８日付１８筑人第２３０号で諮問があった筑紫野市人権施策基

本指針（案）について、筑紫野市人権施策推進審議会設置条例第２条第１号の規定に

基づき、慎重に審議を行った結果、別紙のとおり答申します。 
なお、当審議会として、人権施策の推進にあたって３点の付帯意見を付しますので、

この意見を勘案の上、「人権尊重のまちづくり」実現のため、なお一層の積極的なご

尽力を要望します。 
 

記 
[ 付帯意見 ] 
 
１．筑紫野市人権施策基本指針は、今後の筑紫野市における人権施策を推進するため

のものであることを市民・地域・企業・関係機関などへの周知に努め、市民との協

働による施策の推進に努められるよう要望します。 
 
２．基本指針に基づき、早急に実施計画を策定し、全庁的に人権施策を推進するとと

もに、進行管理を確実に実施されるよう要望します。 
また、今後の人権施策の推進においては、さまざまな人権を取り巻く状況の変化

に応じて、関係部署の事業計画等を見直すとともに、必要に応じ基本指針及び実施

計画についても見直しを行うよう要望します。 
 
３．人権侵害事件等に係る相談等について、迅速かつ適切な対応ができる相談窓口の

整備や関係機関との連絡調整等の連携強化に努められるよう要望します。 
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筑紫野市人権施策推進審議会設置条例 

平成１８年１０月１２日施行 

 （設置） 

第１条 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（平成12年法律第147号）及び筑紫野市

人権都市宣言に関する条例（平成７年筑紫野市条例第35号）の目的達成のため、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき、筑紫野市人権施策推進

審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 審議会は、次に掲げる事務を所掌する。 

 (1) 市長の諮問に応じ、人権施策の総合的かつ計画的な推進に関し、調査審議し、答申す

ること。 

 (2) 人権施策の実施状況に関し、市長に対し、報告を求め、及び意見を述べること。 

(3) その他人権施策の推進について必要な事項に関すること。 

 （組織） 

第３条 審議会は、15人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 (1) 市議会議員 

(2) 関係行政機関の職員 

 (3) 関係団体の代表者 

 (4) 識見を有する者 

 (5) 市民 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至った

場合は、委員の職を失うものとする。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

 （会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

 （委員の報酬及び費用弁償） 

第７条 委員には、筑紫野市特別職の職員の給与等に関する条例（昭和30年筑紫野町条例第
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22号）で定めるところにより報酬を支給する。 

２ 委員には、筑紫野市職員等の旅費に関する条例（平成３年筑紫野市条例第37号）で定め

るところにより費用弁償を支給する。 

 （審議会の庶務） 

第８条 審議会の庶務は、総務部人権政策課において行う。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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筑紫野市人権施策推進審議会委員名簿 

第3条第2項区分 所 属 団 体 等 名 氏    名 備 考 

１号 

市議会議員 
筑紫野市議会 下 田 淳 一  

  〃    〃 
上 村 和 男 

濱 武 振 一 

～H19.5.24 

H19.5.25～ 

２号 

関係行政機関の職員 
福岡法務局筑紫支局 福 原 清 二  

３号 

関係団体の代表者 
部落解放同盟筑紫地区協議会 三 島 美智子  

    〃 筑紫野市婦人会 上 滝 惠美子  

    〃 筑紫野市身障者福祉協会 田 部 義 明  

    〃 知的障害者相談員 田 中 美喜子  

    〃 筑紫野市老人クラブ連合会 松 田 照 男  

    〃 筑紫野市区長会 椎 葉 真 弓 副会長 

    〃 人権擁護委員 白 水 慶 子  

４号 

識見を有する者 
学びをつなぐ講座専任講師 陶 山 高 度 会 長 

    〃 学校長 原 口 重 利  

    〃 教職員 
溝 口 一 孝 

宮 崎 智 弘 

～H19.3.31 

H19.4.1～ 

５号 

市民 
公募 美 川 美佐子  

 〃  〃 田 中 正 美  
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筑紫野市人権施策検討委員会設置要綱 

平成１８年５月２６日施行 

 （設置） 

第１条 筑紫野市における人権尊重のまちづくりの実現を図るための施策（以下「人権施策」

という。）を総合的に推進する基本指針の策定をするため、筑紫野市人権施策検討委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

 (1) 筑紫野市人権施策基本指針の策定に関すること。 

 (2) その他必要な事項に関すること。 

 （組織） 

第３条 委員会は、15人以内の委員をもって組織する。 

（委員） 

第４条 委員は、次に掲げる課等の職員のうちから市長が任命する。 

 (1) 企画財政課 

 (2) 行政管理課 

(3) 人権政策課 

(4) 男女共同参画推進課 

 (5) まちづくり支援課 

 (6) 商工観光課 

 (7) 健康推進課 

 (8) 子育て支援課 

 (9) 生活福祉課 

 (10) 介護保険課 

 (11) 教務課 

 (12) 学校教育課 

 (13) 生涯学習課 

 (14) その他市長が必要と認める者 

 （委員の任期） 

第５条 委員の任期は、委員に任命された日から第２条に規定する所掌事務が完了した日ま

でとする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至った場合は、委員の職を失う

ものとする。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第６条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、
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その職務を代理する。 

 （会議） 

第７条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が必要に応じて招集する。 

２ 委員長は、会議の議長となる。 

３ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

 （関係職員の出席） 

第８条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員に会議への出席を求め、説明又は

意見を聴くことができる。 

 （専門部会） 

第９条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に専門部会を設置することができる。 

２ 専門部会の委員は、委員の中から委員長が決定する。 

３ 専門部会が審議した結果は、委員長に報告しなければならない。 

 （庶務） 

第１０条 委員会の庶務は、総務部人権政策課において行う。 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 

   附 則 

 この要綱は、公布の日から施行する。 
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筑紫野市人権施策検討委員会委員名簿 

  
部 等 名 課  等  名 担  当  名 氏     名 

1 総合政策部 企画財政課 財政担当 毛 利 早 希 

2   行政管理課 行政管理担当 八 尋   剛 

3 総務部 人権政策課 人権文化センター担当 安 武 義 光 

4   男女共同参画推進課 推進担当 福 島 成 勇 

5   まちづくり支援課 まちづくり支援担当 平 田 清 光 

6 市民生活部 商工観光課 商工観光担当 栗 原   忠 

7 健康福祉部 健康推進課 健康推進担当 日 高 洋 子 

8   子育て支援課 保育担当 帆 足 博 文 

9   生活福祉課 保護担当 田 中 茂 実 

10   介護保険課 高齢福祉担当 尾 花 和 美 

11 教育部 教務課 庶務担当 山 﨑   博 

12   学校教育課 学校教育担当 八 尋 保 憲 

13   生涯学習課 青少年担当 井 手 信 保 

14 建設部 建設課 建築担当 帆 足 泰 三 

15 上下水道部 企業総務課 財務管理担当 築 地 祐 児 
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